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お

知

ら

せ

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
夜
間
窓
口
（
要
予
約
）

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
申
請
・
受
取
・

更
新
等
の
た
め
の
夜
間
窓
口
を
開
設
し
ま

す
（
要
予
約
）
。
そ
の
ほ
か
の
業
務
に
関

す
る
窓
口
は
開
設
し
て
お
り
ま
せ
ん
の
で
、

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

開
設
日
時　

毎
週
金
曜
日
（
平
日
）　

　
　
　
　

午
後
５
時
15
分
〜
午
後
７
時
30
分

　
　
　
　

※
午
後
７
時
最
終
受
付

開
設
場
所　

町
民
税
務
課

　
　
　
　

（
南
越
前
町
役
場
本
館
１
階
）

予
約
方
法　

 

前
日
ま
で
に
、
電
話
ま
た
は
窓

口
で
予
約
し
て
く
だ
さ
い
。

■
予
約
・
問
合
せ

　

町
民
税
務
課

　

☎
０
７
７
８

－

47

－

８
０
１
５

マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
支
援
窓
口
（
予
約
不
要
）

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
休
日
窓
口
・
夜

間
窓
口
と
同
じ
日
程
で
、
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン

ト
支
援
窓
口
を
開
設
し
ま
す
。

開
設
場
所　

町
民
税
務
課

　
　
　
　

（
南
越
前
町
役
場
本
館
１
階
）

必
要
書
類

▪ 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
（
数
字
４
桁
の

暗
証
番
号
が
必
要
）

▪ 

ポ
イ
ン
ト
付
与
を
希
望
す
る
各
決
済

サ
ー
ビ
ス
の
カ
ー
ド
・
ア
プ
リ
等

▪
本
人
名
義
の
預
金
通
帳

災
害
に
伴
う
介
護
保
険
料
等
の

減

免

に

つ

い

て

　

８
月
豪
雨
に
よ
り
被
災
し
た
住
宅
ま
た

は
家
財
の
損
害
の
割
合
お
よ
び
被
保
険
者

ま
た
は
世
帯
の
主
生
計
維
持
者
の
所
得
に

よ
っ
て
介
護
保
険
の
減
免
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

※ 

損
害
の
程
度
は
、
罹
災
証
明
書
で
判
断

い
た
し
ま
す
。

減
免
が
受
け
ら
れ
る
も
の

●
介
護
保
険
料

●
介
護
保
険
福
祉
用
具
購
入
費

※ 

詳
し
く
は
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

■
申
請
・
問
合
せ

　

保
健
福
祉
課

　

☎
０
７
７
８

－

47

－

８
０
０
７

コ
ン
ビ
ニ
交
付
サ
ー
ビ
ス
の

一

部

停

止

に

つ

い

て

　

シ
ス
テ
ム
の
切
り
替
え
作
業
の
た
め
、

■
問
合
せ

　

町
民
税
務
課

　

☎
０
７
７
８

－

47

－

８
０
１
５

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
休
日
窓
口
（
要
予
約
）

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
申
請
・
受
取
・

更
新
等
の
た
め
の
休
日
窓
口
を
開
設
し
ま

す
（
要
予
約
）
。
そ
の
ほ
か
の
業
務
に
関

す
る
窓
口
は
開
設
し
て
お
り
ま
せ
ん
の
で
、

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

【
第
１
日
程
】

開
設
日
時　

11
月
12
日
（
土
）

　
　
　
　

午
前
９
時
〜
午
後
１
時

開
設
場
所　

町
民
税
務
課

　
　
　
　

（
南
越
前
町
役
場
本
館
１
階
）

予
約
方
法　

 

11
月
10
日
（
木
）
ま
で
に
、
電

話
ま
た
は
窓
口
で
予
約
し
て
く

だ
さ
い
。

【
第
２
日
程
】

開
設
日
時　

11
月
27
日
（
日
）

　
　
　
　

午
前
９
時
〜
午
後
１
時

開
設
場
所　

町
民
税
務
課

　
　
　
　

（
南
越
前
町
役
場
本
館
１
階
）

予
約
方
法　

 

11
月
24
日
（
木
）
ま
で
に
、
電

話
ま
た
は
窓
口
で
予
約
し
て
く

だ
さ
い
。

■
予
約
・
問
合
せ　

　

町
民
税
務
課

　

☎
０
７
７
８

－

47

－

８
０
１
５

 
暮
ら
し

■
問
合
せ

　

町
民
税
務
課

　

☎
０
７
７
８

－

47

－

８
０
１
５

全
国
瞬
時
警
報
シ
ス
テ
ム
（
Ｊ

－

Ａ
Ｌ
Ｅ
Ｒ
Ｔ
）

に

よ

る

訓

練

等

に

つ

い

て

　

南
越
前
町
全
域
に
お
い
て
、
国
か
ら
の

情
報
を
受
け
て
、
自
動
的
に
各
家
庭
の
音

声
告
知
放
送
端
末
や
、
南
え
ち
ぜ
ん
チ
ャ

ン
ネ
ル
、
屋
外
拡
声
器
で
音
声
放
送
や
文

字
放
送
が
流
れ
ま
す
。

<

緊
急
地
震
速
報
訓
練>

訓
練
日
時　

11
月
２
日
（
水
）

　
　
　
　

午
前
10
時
00
分

<

全
国
一
斉
情
報
伝
達
試
験>

試
験
日
時　

11
月
16
日
（
水
）

　
　
　
　

午
前
11
時
00
分

■
問
合
せ

　

総
務
課
防
災
安
全
室

　

℡
０
７
７
８

－

47

－

８
０
１
６

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
短
信

冬
の
準
備
は
お
早
め
に
！

　

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
で
は
、
冬
に

備
え
雪
吊
り
、
雪
囲
い
、
剪
定
作
業
等
を

受
け
付
け
て
い
ま
す
。

　

希
望
さ
れ
る
方
は
、お
早
目
に
シ
ル
バ
ー

人
材
セ
ン
タ
ー
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

会
員
募
集
中
！

　

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
で
は
、
概
ね
60

歳
以
上
の
方
の
会
員
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

　

現
在
、
約
２
５
０
名
の
方
が
加
入
し
て

い
ま
す
。
一
度
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

■
問
合
せ

　

南
越
前
町
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

　

℡
０
７
７
８

－

47

－

３
２
１
０

　

https://w
ebc.sjc.ne.jp/m

inam
iechizen/index

 

募
　
集

町

営

住

宅

入

居

者

募

集

 

随
時
募
集  

【
公
営
住
宅
】

入
居
者
資
格

▪
住
宅
に
困
窮
し
て
い
る
低
額
所
得
者

4

4

4

4

4

▪
税
金
お
よ
び
公
共
料
金
の
滞
納
が
な
い
方

●
大
鶴
目
住
宅
２
号
棟
（
１
戸
）

　

３
０
２
号
室
（
３
Ｄ
Ｋ
）

住　

所　

南
越
前
町
今
庄
89

－

５

家　

賃　

１
５
、３
０
０ 

〜
２
２
、８
０
０
円

●
甲
楽
城
公
営
住
宅
（
１
戸
）

　

２
０
３
号
室
（
３
Ｄ
Ｋ
）

住　

所　

南
越
前
町
甲
楽
城
７

－

31

－

１

家　

賃　

１
５
、０
０
０
〜
２
２
、３
０
０
円

※ 

い
つ
で
も
入
居
募
集
し
て
い
ま
す
の
で
、
入

居
条
件
・
応
募
方
法
等
、
詳
細
に
つ
い
て

は
建
設
整
備
課
ま
で
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

■
問
合
せ

　

建
設
整
備
課

　

☎
０
７
７
８

－

47

－

８
０
０
３

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の

「
出
張
申
請
受
付
」
を
希
望
す
る

企
業
、
団
体
等
を
募
集
し
て
い
ま
す
！

出
張
申
請
受
付
と
は
？

　

町
職
員
が
、
企
業
・
団
体
等
に
訪
問
し
、
無
料
で
の
顔
写
真
撮
影
お
よ
び
申
請
手

続
き
を
行
い
ま
す
。
で
き
あ
が
っ
た
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
は
、
申
請
者
の
ご
自
宅

へ
郵
送
し
ま
す
の
で
、
役
場
へ
出
向
く
必
要
が
あ
り
ま
せ
ん
。

対
象
と
な
る
企
業
・
団
体
等

▪
南
越
前
町
内
に
事
業
所
や
事
務
所
を
置
く
企
業
等

　

（
支
店
単
位
も
可
）

▪
南
越
前
町
内
で
活
動
す
る
地
域
団
体
等

　

（
町
内
会
、
サ
ー
ク
ル
等
）

対
象
と
な
る
方

▪
南
越
前
町
に
住
民
登
録
を
し
て
い
る
方

▪
企
業
・
団
体
等
に
所
属
し
て
い
る
方

申
込
み
方
法

　

企
業
・
団
体
等
の
担
当
者
の
方
は
、
次
の
も
の
を
町
民
税
務
課
ま
で
ご
提
出
く
だ

さ
い
。

▪ 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
出
張
申
請
受
付
申
込
書
（
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
可
）

▪ 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
出
張
申
請
受
付
申
請
者
名
簿
（
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）

※ 

申
込
み
の
条
件
や
申
請
の
手
順
等
の
詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
、

町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

■
問
合
せ　

町
民
税
務
課　

☎
０
７
７
８

－

47

－

８
０
１
５

次
の
期
間
コ
ン
ビ
ニ
交
付
サ
ー
ビ
ス
を
一

部
停
止
し
て
い
ま
す
。
ご
不
便
を
お
か
け

し
ま
す
が
、
ご
理
解
い
た
だ
き
ま
す
よ
う

お
願
い
し
ま
す
。

停
止
期
間　

10
月
21
日
（
金
）
〜
11
月
27
日
（
日
）

停
止
す
る
証
明
書

　

戸
籍
証
明
書
、
戸
籍
の
附
票
の
写
し

※ 

11
月
24
日
（
木
）
の
み
全
証
明
書
停
止

■
問
合
せ

　

町
民
税
務
課

　

☎
０
７
７
８

－

47

－

８
０
１
５

マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
付
与
対
象
と

な
る
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の

申
請
期
限
の
延
長
に
つ
い
て

　

マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
付
与
対
象
と
な
る
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申
請
期
限
が
「
令

和
４
年
12
月
末
ま
で
」
に
延
長
さ
れ
ま
し

た
。
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
の
申
込
期
限
は
、「
令

和
５
年
２
月
末
ま
で
」
で
変
更
あ
り
ま
せ
ん
。

ポ
イ
ン
ト
の
申
込
み
は
先
着
順
で
は
あ
り
ま

せ
ん
の
で
、
慌
て
ず
に
お
手
続
き
く
だ
さ
い
。

※ 

マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、

広
報
南
え
ち
ぜ
ん
令
和
４
年
７
月
号
ま
た

は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

申請者が

おおむね３名以上

見込まれる

企業・団体様が

対象です。


